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人権相談 
人権相談員が相談をお受けします。 

相談は無料で，秘密は守られます。 

お気軽にご相談ください。  

   ◇ とき 土･日･祝日を除く10時～16時 

 ◇ ところ 三原市人権文化センター 

 ◇ 電話  0848-66-1111 

発行/三原市人権推進課 編集/三原市人権文化センター                

住所/三原市長谷１－６－１ 電話/0848-66-1111 

■ 人権文化センター略図 

【裏面にも記事があります】 

ＨＰ 

 人権や平和などについて，さまざまなアニメ作品を使って，分か

りやすく学ぶことができます。詳しくは，三原市人権推進課のホー

ムページをご覧いただくか，センターまでお問い合わせください。 

 期 間  令和３年5月～令和４年３月(土･日･祝日除く) 

 時 間  午前10時～午後３時 

 内 容  人権・平和・日本むかし話・児童文学など多数 

      (人権推進課HPにビデオリストがあります。) 

 対 象  団体・グループ等どなたでも 

 料 金  無料 

グループ名 内 容 曜 日 時 間 

プティフルール・アンサンブル 合唱 月曜  ９：００～１２：００ 

卓球教室 卓球 月・水曜 １４：００～１６：００ 

なでしこピングポング 卓球 火曜 １５：００～１７：００ 

太極拳教室 太極拳 火・金曜  ９：３０～１２：３０ 

ポコ・ア・ポコ みはら 吹奏楽 月曜  ９：３０～１３：００ 

ギターアンサンブル ベラ・ムジカ ギター合奏 水曜  ９：００～１２：００ 

フィオーレ 吹奏楽 金曜  ９：３０～１３：００ 

カラオケ同好会 カラオケ 第2・4金曜 １３：００～１７：００ 

ミュージカルシティみはらピープル ミュージカル 土曜 １８：００～２１：００ 

三原高校器楽部ＯＢ会 吹奏楽 第2・4土曜 １８：００～２１：００ 

都絵手紙教室 絵手紙 第2・4火曜 １３：３０～１６：００ 

大正琴グループ 大正琴 第1・3水曜 １３：３０～１５：００ 

朋邑書道会 書道 第2・3水曜 １９：００～２０：３０ 

生花（池坊） 華道 第2・4金曜 １８：００～１９：３０ 

健康マージャン教室Ａ マージャン 隔週木曜 １３：００～１６：００ 

健康マージャン教室Ｂ マージャン 隔週木曜 １３：３０～１６：００ 

※活動日など，詳しくはセンターまでお問い合わせください。 

 

 登録型本人通知制度は，市区町村が戸籍謄本(こせきとう
ほん)などを第三者に交付した場合に，あらかじめ登録され
ている方に対して，交付した事実をお知らせする制度です。 

 三原市では，平成28年8月からこの制度の申請受付を開始
しています。     

 住民票の不正請求や，不正取得の抑止に効果があるこの制
度に，一人でも多くの方の登録を，ぜひお願いします。 

 登録は 市民課又は 

   各支所まちづくり係 

      まで 

市民課   

ＨＰ 

上映会 

活動の様子を 

紹介しています。 

デジタル文化祭 

ＨＰ 



 
    

★きょうは何
なん

の日？ ～６月 人権カレンダー～ 

   ※６月１日 人権擁護委員の日   ➡検索ワード 「人権擁護委員」「人権相談」  

    人権擁護委員は，街の相談パートナーとして，様々な人権侵害など，相談者の問題解決のお手伝いを 

   しています。全国人権擁護委員連合会では，「人権擁護委員法」が施行された1949年のこの日を記念 

   日として定め，毎年，「人権擁護委員の日特設人権相談所」を開設するなどの活動をしています。 

    三原市においても，現在15人の人権擁護委員がそれぞれの担当地域に分かれて，人権相談や啓発に 

   関する活動を行っています。 

 ～ 人権ひろば ～ 

  ●コロナ対策のつもりが過剰な反応になっていませんか？ 
   思い込みや差別が偏見を生みます。また，悪質な行為には法的責任が伴います。正しい知識・情 

  報に基づいて行動しましょう。 

   今，みんなが不安に包まれやすくなっています。そんな時だからこそ自分の言葉や行動が差別 

  や偏見につながっていないか，「誰か」のことではなく「自分のこと」として考えてみることが大 

  切です。悪意がない言動が人権侵害につながることもあります。そして，感染対策にも影響を与え 

  る可能性があります。正しい知識と情報をもとに行動しましょう。それが，新型コロナウイルス感 

  染症から自分を，家族を，みんなを守ることにつながります。 

  ●差別や偏見に気づきましょう 
   医療従事者，エッセンシャルワーカー（私達の生活維持に欠かせない職業に就いている方々）， 

  感染者やこれらの方々の家族に対する心ない言葉や，根拠のない情報に基づく，差別・偏見が多く 

  見られます。その多くは日常のなかで自覚することなく発せられてしまう言葉です。 

   「家族を感染から守りたい」という気持ちは誰もが持っているものです。そのような動機は間 

  違っていなかったとしても，会話の中のひとことが大切な仕事をしている人々への攻撃になってし 

  まうことがあります。苦しむ必要のない人を苦しめたり傷つける言葉はやめて，互いに思いやりを  

  持ち，正しい情報に基づいて，行動することを，今，改めて考える時ではないでしょうか。 

～法務省人権擁護局ホームページより引用～ 

  ●正しい知識と情報を持って，思いやりのある行動を！ 
  ◇医療従事者やエッセンシャルワーカーに感謝やエールを送りましょう。  

   医療従事者やその家族に対する，必要なサービスの提供拒否，行事への参加拒否などが各地で起 

  こっています。また，社会生活に欠かせない業務に携わる人々への差別の事例も多く発生していま 

  す。医療従事者等に感謝の気持ちを持って接し，むしろエールを送りましょう。 

  ◇感染者とその家族に思いやりを 

   感染者や濃厚接触者を過剰に避けたり非難したりする差別や偏見が生まれています。中にはプラ 

  イバシーなどの人権を侵害しかねない事例も見られます。ウイルスには気を付けても誰でも感染す 

  る可能性があります。相手の立場に立って，正しい知識をもとに，感染者とその家族に思いやりを 

  持って接しましょう。 


